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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 
2020年度

第１四半期連結
累計期間

2021年度
第１四半期連結

累計期間
2020年度

 

(自　2020年
 　　４月１日
 至　2020年
 　　６月30日)

(自　2021年
 　　４月１日
 至　2021年
 　　６月30日)

(自　2020年
 　　４月１日
 至　2021年
 　　３月31日)

経常収益 百万円 3,456 3,716 13,548

経常利益 百万円 632 1,020 1,743

親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 424 709 ――

親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ―― ―― 1,149

四半期包括利益 百万円 751 927 ――

包括利益 百万円 ―― ―― 2,589

純資産 百万円 38,492 40,759 40,100

総資産 百万円 970,525 1,065,810 1,021,517

１株当たり四半期純利益 円 44.79 74.82 ――

１株当たり当期純利益 円 ―― ―― 121.34

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益
円 21.06 36.85 ――

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
円 ―― ―― 65.23

自己資本比率 ％ 3.96 3.82 3.92

（注）１．自己資本比率は、（四半期）期末純資産の部合計を（四半期）期末資産の部の合計で除して算出しておりま

す。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の

期首から適用しており、当第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適

用した後の指標等となっております。

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症拡大によるリスクなどの事業等のリスク

について、重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態及び経営成績の分析】

（１）財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間における財政状態及び経営成績の状況は次のとおりとなりました。

預金等（譲渡性預金を含む）は、全預金者層で増加したことにより、前連結会計年度末比364億49百万円増加

し9,319億59百万円となりました。

貸出金は、地方公共団体向け貸出の増加などにより、前連結会計年度末比36億23百万円増加し6,330億15百万

円となりました。

有価証券は、前連結会計年度末比129億11百万円増加し2,110億９百万円となりました。

経常収益は、株式等売却益及び役務取引等収益の増加などにより前年同四半期連結累計期間比２億60百万円増

収の37億16百万円となりました。経常費用は、国債等債券売却損の減少などにより同１億28百万円減少し26億95

百万円となりました。

以上の結果、経常利益は同３億88百万円増益の10億20百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同２億85

百万円増益の７億９百万円となりました。

セグメントごとの損益状況につきましては、「銀行業務」の経常収益は、株式等売却益及び役務取引等収益の

増加などにより前年同四半期連結累計期間比１億59百万円増収の33億19百万円、セグメント利益は、国債等債券

売却損の減少などにより同２億83百万円増益の９億78百万円となりました。

「リース業務」の経常収益は、貸倒引当金戻入益の増加などにより同13百万円増収の２億67百万円、セグメン

ト利益は、貸倒引当金戻入益の増加及び営業経費の減少などにより同23百万円増益の24百万円となりました。
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①　国内・国際業務部門別収支

当第１四半期連結累計期間の資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支の合計額（業務粗利益）は、

国内業務部門28億97百万円、国際業務部門８百万円であり、合計では29億６百万円となりました。

資金運用収益の主なものは、国内業務部門では貸出金利息19億50百万円、有価証券利息配当金３億42百万円な

どです。国際業務部門では、有価証券利息配当金７百万円などです。また、資金調達費用は、国内業務部門がほ

ぼ全額を占めており、預金利息13百万円などです。

役務取引等収支は、内国為替手数料や投資信託等の預り資産販売に係る手数料を中心として、国内業務部門に

よる収支がほぼ全額を占めており、合計で４億11百万円となりました。

その他業務収支は、国内業務部門がほぼ全額を占めており、国債等債券損益（５勘定尻）１億10百万円や連結

子会社の業務に係る収支77百万円であり、合計で１億88百万円となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

資金運用収支

前第１四半期連結累計期間 2,323 14 2,338

当第１四半期連結累計期間 2,298 7 2,306

うち資金運用収益

前第１四半期連結累計期間 2,351 15
1

2,365

当第１四半期連結累計期間 2,312 8
0

2,320

うち資金調達費用

前第１四半期連結累計期間 27 1
1

27

当第１四半期連結累計期間 13 0
0

13

役務取引等収支

前第１四半期連結累計期間 326 0 326

当第１四半期連結累計期間 411 0 411

うち役務取引等収益

前第１四半期連結累計期間 531 0 532

当第１四半期連結累計期間 607 0 608

うち役務取引等費用

前第１四半期連結累計期間 204 0 205

当第１四半期連結累計期間 196 0 196

その他業務収支

前第１四半期連結累計期間 92 0 92

当第１四半期連結累計期間 187 0 188

うちその他業務収益

前第１四半期連結累計期間 384 0 384

当第１四半期連結累計期間 408 0 409

うちその他業務費用

前第１四半期連結累計期間 291 － 291

当第１四半期連結累計期間 221 － 221

（注）１．国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引でありま

す。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

２．資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（前第１四半期連結累計期間－百万円、当第１四半期連結累計期間

０百万円）を控除して表示しております。

３．資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利

息であります。
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②　国内・国際業務部門別役務取引の状況

当第１四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門６億７百万円、国際業務部門０百万円、合計で

６億８百万円となりました。

一方、役務取引等費用は、国内業務部門１億96百万円、国際業務部門０百万円、合計で１億96百万円となり、

国内業務部門の役務取引等収支がほぼ全額を占めています。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

役務取引等収益

前第１四半期連結累計期間 531 0 532

当第１四半期連結累計期間 607 0 608

うち預金・貸出業務

前第１四半期連結累計期間 71 － 71

当第１四半期連結累計期間 69 － 69

うち為替業務

前第１四半期連結累計期間 178 0 179

当第１四半期連結累計期間 176 0 177

うち証券関連業務

前第１四半期連結累計期間 39 － 39

当第１四半期連結累計期間 56 － 56

うち代理業務

前第１四半期連結累計期間 110 － 110

当第１四半期連結累計期間 135 － 135

うち保護預り・貸金庫業務

前第１四半期連結累計期間 5 － 5

当第１四半期連結累計期間 4 － 4

うち保証業務

前第１四半期連結累計期間 27 － 27

当第１四半期連結累計期間 27 － 27

役務取引等費用

前第１四半期連結累計期間 204 0 205

当第１四半期連結累計期間 196 0 196

うち為替業務

前第１四半期連結累計期間 29 0 30

当第１四半期連結累計期間 29 0 30

（注）　国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引でありま

す。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
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③　国内・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高（末残）

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

預金合計
前第１四半期連結会計期間 887,732 118 887,850

当第１四半期連結会計期間 928,704 146 928,851

うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 529,014 － 529,014

当第１四半期連結会計期間 572,271 － 572,271

うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 356,066 － 356,066

当第１四半期連結会計期間 353,493 － 353,493

うちその他
前第１四半期連結会計期間 2,650 118 2,768

当第１四半期連結会計期間 2,939 146 3,086

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 3,192 － 3,192

当第１四半期連結会計期間 3,107 － 3,107

総合計
前第１四半期連結会計期間 890,925 118 891,043

当第１四半期連結会計期間 931,812 146 931,959

（注）１．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

２．定期性預金＝定期預金＋定期積金

３．国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引でありま

す。

④　国内・海外別貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況（末残・構成比）

業種別
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成比（％） 金額(百万円) 構成比（％）

国内（除く特別国際金融取引勘定分） 617,139 100.00 633,015 100.00

製造業 38,020 6.16 39,731 6.28

農業、林業 6,818 1.10 7,898 1.25

漁業 1,773 0.29 1,502 0.24

鉱業、採石業、砂利採取業 1,051 0.17 1,172 0.19

建設業 40,501 6.56 45,114 7.13

電気・ガス・熱供給・水道業 27,906 4.52 22,761 3.60

情報通信業 3,906 0.63 4,163 0.66

運輸業、郵便業 17,557 2.84 18,011 2.85

卸売業、小売業 38,204 6.19 39,065 6.17

金融業、保険業 25,569 4.14 24,490 3.87

不動産業、物品賃貸業 103,829 16.82 100,973 15.95

各種サービス業 77,081 12.49 81,822 12.93

地方公共団体 132,236 21.43 146,688 23.17

その他 102,682 16.66 99,618 15.71

海外及び特別国際金融取引勘定分 － － － －

政府等 － － － －

金融機関 － － － －

その他 － － － －

 合計 617,139 － 633,015 －

（注）「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
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(2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定、経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するため

の客観的な指標等並びに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を含め当行グループの会計上の見積

り及び当該見積りに用いた仮定に重要な変更はありません。また、経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状

況を判断するための客観的な指標等並びに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。

 

(3）研究開発活動

該当事項はありません。

(4）主要な設備

該当事項はありません。

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 30,000,000

第一種優先株式 30,000,000

計 30,000,000

（注）計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
　（2021年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2021年８月４日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,509,963 9,509,963
東京証券取引所

市場第一部

完全議決権株式であり、

権利内容に何ら限定のな

い当行における標準とな

る株式

(単元株式数100株)

第一種

優先株式

（注１）

4,000,000 4,000,000 －
（注２、３、４、５、６）

（単元株式数100株）

計 13,509,963 13,509,963 － －

（注１）第一種優先株式は企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第８項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権

付社債券等」であります。

（注２）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) 第一種優先株式には、当銀行普通株式を対価とする取得請求権が付与される。第一種優先株式の取得請求

権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当銀行の株価を基準として決定され、又

は修正されることがあり、当銀行の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当銀行普

通株式の数は増加する場合がある。

(2) 第一種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得の請求がなされた第一種優先

株式に係る払込金額の総額を、下記の取得価額で除して算出される。また、取得価額は、原則として、取

得請求期間において、下記の通り毎月１回の頻度で修正される。

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ５連続取引日における当銀行の普通株式の毎日の終値の

平均値に相当する金額とする。

取得請求期間において、毎月第３金曜日の翌日以降、取得価額は、当該第３金曜日までの直近の５連続取

引日の終値の平均値に相当する金額に修正される。

(3) 上記(2)の取得価額は、809円を下限とする。

(4) 第一種優先株式には、当銀行が、2022年９月29日以降、一定の条件を満たす場合に、当銀行の取締役会が

別に定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、金銭を対価として第一種優先株式の全部又は一部を

取得することができる取得条項が付されている。

（注３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者と

の間の取決めの内容

該当事項はありません。

(2) 当銀行の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。
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（注４）第一種優先株式の内容は次のとおりであります。

１．第一種優先配当金

(1) 第一種優先配当金

当銀行は、定款第37条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主

名簿に記載又は記録された第一種優先株式を有する株主（以下「第一種優先株主」という。）又は第一種

優先株式の登録株式質権者（以下「第一種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株

主（以下「普通株主」という。）及び普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」とい

う。）に先立ち、第一種優先株式１株につき、第一種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、第

一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合に

は、適切に調整される。）に、下記(2)に定める配当年率（以下「第一種優先配当年率」という。）を乗

じて算出した額の金銭（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切上げる。以下「第一種優先

配当金」という。）の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において第一種優先株主又は第

一種優先登録株式質権者に対して下記２．に定める第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控

除した額とする。

(2) 第一種優先配当年率

2013年４月１日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第一種優先配当年率

第一種優先配当年率＝預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コ

スト（ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しな

い場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの）

上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年７月頃

を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをい

う。

ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR（12ヶ月物）又は８％のうちいずれか低い

方（以下「第一種優先株式上限配当率」という。）を超える場合には、第一種優先配当年率は第一種優先

株式上限配当率とする。

上記のただし書において「日本円TIBOR（12ヶ月物）」とは、毎年の４月１日（同日が銀行休業日の場合

は直後の銀行営業日）の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる

もの（％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。）を指すものとする。日本円

TIBOR（12ヶ月物）が公表されていない場合は、４月１日（同日がロンドンの銀行休業日の場合は直後の

銀行営業日）において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・イン

ター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR12ヶ月物（360日ベース））として、英国銀行協会

（BBA）によって公表される数値（％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。）

を、日本円TIBOR（12ヶ月物）に代えて用いるものとする。

(3) 非累積条項

ある事業年度において第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額が第

一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(4) 非参加条項

第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金の額を超えて剰余金の配当

は行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続のなかで行われる会社法第758条第８号ロもしくは同法

第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条

第12号ロもしくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

２．第一種優先中間配当金

当銀行は、定款第38条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載

又は記録された第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に

先立ち、第一種優先株式１株につき、第一種優先配当金の額の２分の１を上限とする金銭（以下「第一種優

先中間配当金」という。）を支払う。
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３．残余財産

(1) 残余財産の分配

当銀行は、残余財産を分配するときは、第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主

及び普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式１株につき、第一種優先株式１株当たりの払込金額相

当額（ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由

があった場合には、適切に調整される。）に下記(3)に定める経過第一種優先配当金相当額を加えた額の

金銭を支払う。

(2) 非参加条項

第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わな

い。

(3) 経過第一種優先配当金相当額

第一種優先株式１株当たりの経過第一種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日（以下「分配

日」という。）において、分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）から分配日（同日を含む。）

までの日数に第一種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額（円位未満小数第３位まで算

出し、その小数第３位を切上げる。）をいう。ただし、上記の第一種優先配当金は、分配日の前日時点に

おいて公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属

する事業年度において第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対して第一種優先中間配当金を支

払ったときは、その額を控除した額とする。

４．議決権

第一種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第一種

優先株主は、定時株主総会に第一種優先配当金の額全部（第一種優先中間配当金を支払ったときはその額を

控除した額）の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、第一種優先配当金の額

全部（第一種優先中間配当金を支払ったときはその額を控除した額）の支払を受ける旨の議案が定時株主総

会において否決されたときはその定時株主総会終結の時より、第一種優先配当金の額全部（第一種優先中間

配当金を支払ったときはその額を控除した額）の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事

項について株主総会において議決権を行使することができる。

５．普通株式を対価とする取得請求権

(1) 取得請求権

第一種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間中、当銀行に対して自己の有する

第一種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は第一

種優先株主がかかる取得の請求をした第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を

当該第一種優先株主に対して交付するものとする。

ただし、下記(3)に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数

について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされな

かったものとみなす。

上記のただし書において「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日（以下「取得請求日」とい

う。）における当銀行の発行可能株式総数から、取得請求日における当銀行の発行済株式総数及び取得請

求日における新株予約権（当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の新株

予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日に

おける当銀行の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当銀行の普通株式に係る

発行済株式総数、取得請求権付株式（当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除

く。）の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得

事由の発生により取得することとなる普通株式の数及び新株予約権（当該新株予約権の権利行使期間の初

日が到来していないものを除く。）の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株

式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。

(2) 取得を請求することができる期間

2013年６月29日から2037年９月28日まで（以下「取得請求期間」という。）とする。
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(3) 取得と引換えに交付すべき財産

当銀行は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株主が取得の請求をした第一種優先株式数に第

一種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当

て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗じた額を下記(4)な

いし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第一種優先株式の取得と引換えに交

付すべき普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、会社法第167条第３項に従ってこれを取扱

う。

(4) 当初取得価額

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ５連続取引日（取得請求期間の初日を含まず、株式会社

東京証券取引所（当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日

に先立つ１年間における出来高が最多の金融商品取引所）における当銀行の普通株式の終値（気配表示を

含む。以下「終値」という。）が算出されない日を除く。）の毎日の終値の平均値に相当する金額（円位

未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切捨てる。）とする。ただし、かかる計算の結果、取得価

額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。

(5) 取得価額の修正

取得請求期間において、毎月第３金曜日（以下「決定日」という。）の翌日以降、取得価額は、決定日ま

で（当日を含む。）の直近の５連続取引日（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合

は、決定日の直前の取引日までの５連続取引日とする。）の終値の平均値に相当する金額（円位未満小数

第１位まで算出し、その小数第１位を切捨てる。）に修正される（以下かかる修正後の取得価額を「修正

後取得価額」という。）。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(7)に定める下限取得価額

を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記５連続取引日の初日以降決定日まで

（当日を含む。）の間に、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締

役会が適当と判断する金額に調整される。

(6) 上限取得価額

取得価額には上限を設けない。

(7) 下限取得価額

下限取得価額は809円とする（ただし、下記(8)による調整を受ける。）。

(8) 取得価額の調整

イ．第一種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額（下限取得価額を含

む。）を次に定める算式（以下「取得価額調整式」という。）により調整する（以下、調整後の取得価

額を「調整後取得価額」という。）。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出

し、その小数第１位を切捨てる。

(ⅰ)　取得価額調整式に使用する時価（下記ハ.に定義する。以下同じ。）を下回る払込金額をもって

普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合（無償割当ての場合を含む。）（ただ

し、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。以下、本(8)において同じ。）その他の証券（以下「取得請求権付株式

等」という。）、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項

付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券（以下「取得条項付株式等」という。）が取得

又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。）

調整後取得価額は、払込期日（払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同

じ。）（無償割当ての場合はその効力発生日）の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける

権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用

する。

(ⅱ)　株式の分割をする場合

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数（基準日における

当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。）が交付されたものとみな

して取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
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(ⅲ)　取得価額調整式に使用する時価を下回る価額（下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(iv)及

び(v)並びに下記ハ.(iv)において同じ。）をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求

権付株式等を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日（新株予約権の場合は割当日）（無償割当

ての場合はその効力発生日）に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるた

めもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当

初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算

出し、その払込期日（新株予約権の場合は割当日）（無償割当ての場合はその効力発生日）の翌日

以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら

ず、後日一定の日（以下「価額決定日」という。）に価額が決定される取得請求権付株式等を発行

した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取

得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取

得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価

額決定日の翌日以降これを適用する。

(iv)　当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件（本イ.又は

ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。）が付されている場合で、当該修正が行われる日

（以下「修正日」という。）における修正後の価額（以下「修正価額」という。）が取得価額調整

式に使用する時価を下回る場合

調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使

されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日

以降これを適用する。

なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価

額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合（以下「調整係

数」という。）を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(iv)による調整が行われて

いない場合

調整係数は１とする。

(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(iv)による調整が行われて

いる場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行

われている場合

調整係数は１とする。

ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)又は本(iv)による直前の調整

を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(iv)による調整が行われて

いる場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行

われていない場合

調整係数は、上記(ⅲ)又は本(iv)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価

額で除した割合とする。

(v)　取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通

株式を交付する場合

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(iv)による取得価額の調整が行われてい

る場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通

株式数（下記ホ.に定義する。）が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当

該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前

の既発行普通株式数を超えないときは、本(v)による調整は行わない。

(vi)　株式の併合をする場合

調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数（効力発生日に

おける当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。）を負の値で表示し

て交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ. 上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取得価額

（下限取得価額を含む。）の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額（下限取得価

額を含む。）に変更される。
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ハ. (i) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ５連続取引日の終値の

平均値（終値のない日数を除く。）とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第１位まで算出

し、その小数第１位を切捨てる。なお、上記５連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場

合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。

(ⅱ) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効

な取得価額とする。

(ⅲ) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日（上記イ.(i)ないし

(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。）の、基準日

がない場合は調整後取得価額を適用する日の１ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数（自己株式

である普通株式の数を除く。）に当該取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式

数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数（ある取得請求権付株式等につ

いて上記イ.(iv)(b)又は(c)に基づく調整が初めて適用される日（当該日を含む。）からは、当該取

得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(iv)(b)又は(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.

(ⅲ)又は(iv)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。）を加え

たものとする。

(ⅳ) 取得価額調整式に使用する「１株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額

（無償割当ての場合は０円）（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）、上記イ.(ii)

及び(vi)の場合には０円、上記イ.(ⅲ)ないし(v)の場合には価額（ただし、(iv)の場合は修正価額）

とする。

ニ. 上記イ.(ⅲ)ないし(v)及び上記ハ.(iv)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式

等の発行に際して払込みがなされた額（新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額

を加えた額とする。）から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の

所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される

普通株式の数で除した金額をいう。

ホ. 上記イ.(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数

から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該

取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加え

たものとする。

ヘ. 上記イ.(i)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降

に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上

記イ.(i)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の

翌日以降にこれを適用する。

ト. 取得価額調整式により算出された上記イ.第２文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差

額が１円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式に

よる取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整

前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額（ただし、円位未満小数第２位までを算

出し、その小数第２位を切捨てる。）を使用する。

(9) 合理的な措置

上記(4)ないし(8)に定める取得価額（下記７．(2)に定める一斉取得価額を含む。以下、本(9)において同

じ。）は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その

算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な

調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

(10) 取得請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

(11) 取得請求の効力発生

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生す

る。
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６．金銭を対価とする取得条項

(1) 金銭を対価とする取得条項

当銀行は、2022年９月29日以降、取締役会が別に定める日（以下「取得日」という。）が到来したとき

は、法令上可能な範囲で、第一種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会

は、当該取締役会の開催日まで（当日を含む。）の30連続取引日（ただし、終値のない日は除き、開催日

が取引日でない場合は、開催日の直前の取引日までの30連続取引日とする。）の全ての日において終値が

下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めるこ

とができる。この場合、当銀行は、かかる第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財

産を第一種優先株主に対して交付するものとする。なお、第一種優先株式の一部を取得するときは、按分

比例の方法による。取得日の決定後も上記５．(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとす

る。

(2) 取得と引換えに交付すべき財産

当銀行は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株式１株につき、第一種優先株式１株当たりの

払込金額相当額（ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに

類する事由があった場合には、適切に調整される。）に経過第一種優先配当金相当額を加えた額の金銭を

交付する。なお、本(2)においては、上記３．(3)に定める経過第一種優先配当金相当額の計算における

「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第一種優先配

当金相当額を計算する。

７．普通株式を対価とする取得条項

(1) 普通株式を対価とする取得条項

当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていない第一種優先株式の全てを、取得請求期間

の末日の翌日（以下「一斉取得日」という。）をもって一斉取得する。この場合、当銀行は、かかる第一

種優先株式を取得するのと引換えに、各第一種優先株主に対し、その有する第一種優先株式数に第一種優

先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株

式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗じた額を下記(2)に定める

普通株式の時価（以下「一斉取得価額」という。）で除した数の普通株式を交付するものとする。第一種

優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234

条に従ってこれを取扱う。

(2) 一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値（終値が算

出されない日を除く。）に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切捨て

る。）とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額

は下限取得価額とする。

８．株式の分割又は併合及び株式無償割当て

(1) 分割又は併合

当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第一種優先株式の種類ごとに、同時に同一の

割合で行う。

(2) 株式無償割当て

当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第一種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の

無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

９．法令変更等

法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当銀行の取締役会

は合理的に必要な措置を講じる。

10．その他

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
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（注５）種類株主総会の決議

当銀行は、会社法第322条第２項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めていない。

（注６）議決権の有無及びその理由

当銀行は、第一種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内

容に制限のない当銀行における標準となる株式であるが、第一種優先株式を有する株主は、上記４．に記載

の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、第一種優先株式を剰余金の配当

や残余財産の分配について優先的内容を有する代わりに議決権制限株式としたことによるものである。

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

2021年４月１日～

2021年６月30日
－ 13,509 － 13,233 － 11,154

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2021年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

    2021年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 第一種優先株式 4,000,000 －

「１（１）②発行済株式」の

「内容」欄に記載のとおりで

あります。

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－

「１（１）②発行済株式」の

「内容」欄に記載のとおりで

あります。普通株式 32,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 9,398,400 93,984 同上

単元未満株式 普通株式 79,563 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  13,509,963 － －

総株主の議決権  － 93,984 －

（注）１．上記の「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が600株含まれてお

ります。

また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が６個含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式68株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社東北銀行
盛岡市内丸３番１号 32,000 － 32,000 0.33

計 ―― 32,000 － 32,000 0.33

（注）１．「発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）」は発行済普通株式の総数に対する割合であります。

２．2021年６月30日現在の自己株式数は単元未満株式の取得分と合わせて32,125株となっております。

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】
１．当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」

（1982年大蔵省令第10号）に準拠しております。

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（自2021年４月１日　至

2021年６月30日）及び第１四半期連結累計期間（自2021年４月１日　至2021年６月30日）に係る四半期連結財務諸表

について、北光監査法人の四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部   

現金預け金 157,505 185,059

コールローン及び買入手形 5,000 5,000

金銭の信託 2,500 2,500

有価証券 198,098 211,009

貸出金 ※１ 629,392 ※１ 633,015

外国為替 647 696

その他資産 16,795 17,398

有形固定資産 7,865 7,794

無形固定資産 438 408

退職給付に係る資産 968 1,002

繰延税金資産 488 387

支払承諾見返 5,009 4,563

貸倒引当金 △3,194 △3,027

資産の部合計 1,021,517 1,065,810

負債の部   

預金 894,910 928,851

譲渡性預金 600 3,107

借用金 71,982 77,866

外国為替 0 0

その他負債 7,914 9,659

退職給付に係る負債 16 16

睡眠預金払戻損失引当金 9 9

偶発損失引当金 124 120

ポイント引当金 22 26

利息返還損失引当金 5 5

再評価に係る繰延税金負債 822 822

支払承諾 5,009 4,563

負債の部合計 981,417 1,025,050

純資産の部   

資本金 13,233 13,233

資本剰余金 11,998 11,998

利益剰余金 12,043 12,485

自己株式 △59 △59

株主資本合計 37,215 37,656

その他有価証券評価差額金 1,188 1,405

土地再評価差額金 1,665 1,665

退職給付に係る調整累計額 30 31

その他の包括利益累計額合計 2,884 3,102

純資産の部合計 40,100 40,759

負債及び純資産の部合計 1,021,517 1,065,810
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

経常収益 3,456 3,716

資金運用収益 2,365 2,320

（うち貸出金利息） 1,986 1,951

（うち有価証券利息配当金） 380 349

役務取引等収益 532 608

その他業務収益 384 409

その他経常収益 ※１ 174 ※１ 378

経常費用 2,823 2,695

資金調達費用 27 13

（うち預金利息） 27 13

役務取引等費用 205 196

その他業務費用 291 221

営業経費 2,260 2,245

その他経常費用 38 18

経常利益 632 1,020

特別利益 － 0

固定資産処分益 － 0

特別損失 16 0

固定資産処分損 16 0

税金等調整前四半期純利益 615 1,021

法人税、住民税及び事業税 120 295

法人税等調整額 71 15

法人税等合計 191 311

四半期純利益 424 709

親会社株主に帰属する四半期純利益 424 709
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

四半期純利益 424 709

その他の包括利益 327 217

その他有価証券評価差額金 323 216

退職給付に係る調整額 3 1

四半期包括利益 751 927

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 751 927
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによ

り、連結子会社で計上していたカード年会費収益については履行義務が一定期間にわたり充足されるものである

ため、年会費の適用期間に対応して収益を計上する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の利益剰余金の当期首残高は30百万円減少しております。

なお、当第１四半期連結累計期間の経常収益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響額は軽微

であります。

「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な

取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しており

ません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下、「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。

なお、当第１四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時

期等を含む仮定について重要な変更はありません。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当第１四半期連結会計期間

（2021年６月30日）

破綻先債権額 207百万円 213百万円

延滞債権額 19,261百万円 19,537百万円

３カ月以上延滞債権額 656百万円 654百万円

貸出条件緩和債権額 366百万円 411百万円

合計額 20,491百万円 20,816百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

（四半期連結損益計算書関係）

※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年６月30日）

貸倒引当金戻入益 89百万円 165百万円

株式等売却益 14百万円 163百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年６月30日）

減価償却費 136百万円 129百万円

（注）第１四半期連結累計期間において、のれんの償却額は発生しておりません。

（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

１．配当金支払額

 
（決　議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月23日

定時株主総会

普通株式 236 25 2020年３月31日 2020年６月24日 利益剰余金

第一種

優先株式
0 0.125 2020年３月31日 2020年６月24日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

１．配当金支払額

 
（決　議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月23日

定時株主総会
普通株式 236 25 2021年３月31日 2021年６月24日 利益剰余金

（注）第一種優先株式については、2020年７月６日に預金保険機構が公表した震災特例金融機関等の「優先配当年率と

しての資金調達コスト（2019年度）」に基づき算出しております。当該「優先配当年率としての資金調達コスト

（2019年度）」が0.00%であるため、第一種優先株式の配当については０円であります。

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他 合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額 銀行業務 リース業務 計

経常収益        

外部顧客に対する経常収益 3,066 242 3,309 146 3,456 － 3,456

セグメント間の内部経常収益 93 11 104 60 165 △165 －

 計 3,160 254 3,414 207 3,621 △165 3,456

セグメント利益 695 1 697 10 707 △75 632

（注）１．一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、ソ

フトウェアの開発及び販売業であります。

３．セグメント利益の調整額△75百万円は、すべてセグメント間取引消去であります。

４．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他 合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額 銀行業務 リース業務 計

経常収益        

外部顧客に対する経常収益 3,301 256 3,557 158 3,716 － 3,716

セグメント間の内部経常収益 17 11 29 66 95 △95 －

 計 3,319 267 3,586 224 3,811 △95 3,716

セグメント利益 978 24 1,002 19 1,021 △1 1,020

（注）１．一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、ソ

フトウェアの開発及び販売業であります。

３．セグメント利益の調整額△１百万円は、すべてセグメント間取引消去であります。

４．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

区分

当第１四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日）

経常収益 3,716

うち役務取引等収益 608

預金・貸出業務 69

為替業務 177

証券関連業務 56

代理業務 135

その他 168

（注）上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次

のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年６月30日）

（１）１株当たり四半期純利益 円 44.79 74.82

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 424 709

普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 424 709

普通株式の期中平均株式数 千株 9,470 9,477

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 円 21.06 36.85

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 百万円 － －

普通株式増加数 千株 10,672 9,765

うち優先株式 千株 10,672 9,765

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益の算定に含めな

かった潜在株式で、前連結会計年度末から

重要な変動があったものの概要

 － －
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（重要な後発事象）

（当行とフィデアホールディングス株式会社の株式交換による経営統合に関する基本合意について）

当行は2021年７月２日開催の取締役会において、フィデアホールディングス株式会社（代表執行役社長 ＣＥ

Ｏ 田尾 祐一）（以下、「フィデアホールディングス」といい、当行と総称して「両社」といいます。）との間

で、株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）の方法による経営統合（以下、「本経営統合」といいま

す。）を行うことに向け協議・検討を進めていくことについて、基本合意書（以下、「本基本合意書」といいま

す。）を締結することを決議し、両社の間で2021年７月２日付で本基本合意書を締結いたしました。

１．本経営統合の目的

両社は、東北に本店を置く地域金融機関としての社会的使命を果たすことで、地域の皆様から厚いご愛顧をい

ただき、安定的な収益基盤の構築に努めてまいりました。また、ビジネス面における両社の協働を更に深化さ

せ、これまで以上に両社の強みやノウハウを相互に活用し、お客さまの発展と地域経済の活性化への一層の貢献

につなげることを目的に2018年２月７日、当行並びにフィデアホールディングス及びフィデアホールディングス

グループの株式会社荘内銀行、株式会社北都銀行は、包括的な業務提携協定書を締結いたしました。両社の営業

地盤におけるブランド力・営業力を活かしながら、共同店舗の開設、ＡＴＭの相互利用、システムの共同利用、

再生可能エネルギー関連のプロジェクトファイナンスの協業等、様々な取り組みを進めてまいりました。

しかし、近年、人口減少や高齢化の進展等社会の構造的な問題が及ぼす地域経済への影響の増大の他、低金利

の長期化に伴う金利収入の低下やFinTech等の技術革新を通じた異業種からの金融分野への進出による更なる競

争環境の激化に加え、新型コロナウイルス感染症の急速な蔓延等、地域金融機関を取り巻く経営環境は大きく変

化してきており、こうした環境変化への対応力がこれまで以上に求められているものと認識しております。

こうした環境変化の中、地域金融機関として地域経済の復興・発展・成長に向けて持続的に貢献していくため

には、両社の経営資源・ノウハウを最大限に活用する体制を確立していくことが両社の共通の経営課題となって

おります。

業務提携に基づく様々な共同施策の実施により実現してきた成果を踏まえ、提携関係の更なる加速及び深化を

通して、地域における金融仲介機能の更なる発揮、激変する環境変化への対応力及び経営効率の向上による収益

基盤の強化を早期に実現させるためには、各当事者の営業地盤における独自のブランド力・営業力を維持しつ

つ、業務提携から、より一層踏み込んだ協働が不可欠であるとの判断に至り、両社は本経営統合に向けて協議・

検討を進めることを決議いたしました。

２．本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容、その他の株式交換契約の内容

（１）本株式交換の方法

2022年10月１日を目処に、両社の株主の承認及び本株式交換を行うにあたり必要な関係当局の認可等を得

ることを前提として、フィデアホールディングスを株式交換完全親会社とし、当行を株式交換完全子会社と

する株式交換を行い、フィデアホールディングスは当行の株主にフィデアホールディングス株式を割り当て

る予定であります。

今後の日程は、以下のとおりです。

2022年２月中旬　　　（予定）　　最終契約の締結

2022年６月下旬　　　（予定）　　本経営統合に係る定時株主総会の開催（両社）

2022年９月29日（木）（予定）　　当行上場廃止日

2022年10月１日（土）（予定）　　本経営統合の効力発生

但し、今後両社で継続的な協議・検討を進める過程で、手続進行上の都合その他の事由により、日程及び

統合形態等を変更する場合があります。

（２）本株式交換に係る割当ての内容

本株式交換の株式交換比率は、今後実施するデューディリジェンスの結果及び株式価値算定の結果等を踏

まえて、本株式交換に関する最終契約の締結までに決定いたします。

（３）その他の株式交換契約の内容

現状未定であり、今後両社協議の上、決定いたします。

３．本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

現時点では確定しておりません。
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４．本株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産

の額、総資産の額及び事業の内容

商号 フィデアホールディングス株式会社

本店の所在地 宮城県仙台市青葉区中央三丁目１番24号

代表者の氏名 代表執行役社長 ＣＥＯ 田尾 祐一

資本金の額 現時点では確定しておりません。

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容 銀行業

５．統合準備委員会の設置

両社は、本経営統合に関する協議を集中的に行うことを目的に、2021年７月29日に統合準備委員会を設置いた

しました。

６．フィデアホールディングスの概要（2021年３月31日現在）

商号 フィデアホールディングス株式会社

本店所在地 宮城県仙台市青葉区中央三丁目１番24号

代表者の役職・氏名 代表執行役社長 ＣＥО 田尾 祐一

事業内容 銀行業

資本金 180億円

設立年月日 平成21年(2009年)10月１日

発行済株式総数
普通株式　　　　　　　　181,421,226株

Ｂ種優先株式　　　　　　 25,000,000株

決算期 ３月31日

総資産（連結） ３兆2,214億円

純資産（連結） 1,200億円

預金等残高（連結） ２兆6,505億円

貸出金残高（連結） １兆7,312億円

従業員数（連結） 1,662名

店舗数

（出張所含む）

*統合店舗を除く実店舗数

173か店

うち子会社　　　　　　　　　　87か店

荘内銀行　　　 　　　　　　　*49か店

うち子会社　　　　　　　　　　86か店

北都銀行　　　　　　　 　　　*51か店

大株主

及び

持株比率

１ 株式会社整理回収機構　　　　　　　　12.11%

２ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 6.45%

（信託口）

３ 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 3.03%

４ フィデアホールディングス従業員持株会 2.29%

５ DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO　 1.56%

（常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店）

（注）１億円未満の金額は切り捨てて表示しております。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年７月29日

株式会社　東　北　銀　行

取締役会　御中

 

北 光 監 査 法 人

岩手県盛岡市

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 戸　小　台　誠　　印

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 八重樫　健太郎　　印

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東北銀

行の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2021年４月１日から2021年６月

30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東北銀行及び連結子会社の2021年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点

において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2021年７月２日開催の取締役会において、フィデアホールディングス

株式会社との株式交換による経営統合に向け、協議・検討を進めていくことについて基本合意することを決議し、基本合

意書を締結した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか

結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期

連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、

四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸

表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる

事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

＊１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書

提出会社）が別途保管しております。

＊２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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